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国
民

年
金

　
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年
金
の
ほ

か
、
国
民
年
金
の
第
１
号
保
険
者
（
自
営
業
の
人
・
学
生
な

ど
）
に
は
次
の
よ
う
な
給
付
が
あ
り
ま
す
。

　
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
を
満
た
し
た
夫
が
、
年

金
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
場
合
に
、
夫
に
生
計

を
維
持
さ
れ
、10
年
以
上
の
婚
姻
関
係
が
あ
っ
た
妻
に
、

60
歳
か
ら
65
歳
に
な
る
ま
で
の
間
支
給
さ
れ
ま
す
。
年

金
額
は
、
夫
の
第
１
号
被
保
険
者
期
間
に
よ
り
計
算
し

た
老
齢
基
礎
年
金
の
額
の
３
／
４
で
す
。

●
寡
婦
年
金

�

　
第
１
号
被
保
険
者
・
任
意
加
入
被
保
険
者
が
定
額
保

険
料
の
ほ
か
に
、
月
額
400
円
の
付
加
保
険
料
を
納
付
す

る
と
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
と
る
際
に
、
基
本
額
に

上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。
上
乗
せ
さ
れ
る
年
金
額

は
、
200
円
×
付
加
保
険
料
納
付
月
数
で
す
。

●
付
加
年
金

�

　
死
亡
月
の
前
月
ま
で
の
第
１
号
被
保
険
者
（
任
意
加
入
被

保
険
者
を
含
む
）
期
間
に
つ
い
て
保
険
料
納
付
済
期
間
に
合

算
し
た
月
数
が
36
月
以
上
あ
る
人
が
、
老
齢
基
礎
年
金
又
は

障
害
基
礎
年
金
の
い
ず
れ
も

受
け
な
い
で
死
亡
し
、
遺
族

基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
な
い

と
き
に
、
そ
の
遺
族
（
配
偶

者
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父

母
又
は
兄
弟
姉
妹
の
順
に
先

順
位
）
で
あ
っ
て
死
亡
し
た

時
に
生
計
を
同
一
に
し
て
い

た
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
寡
婦
年
金
を
受

給
す
る
場
合
は
支
給
さ
れ
ま

せ
ん
。

�

※
免
除
期
間
に
つ
い
て
は
そ

れ
ぞ
れ
の
免
除
種
別
に
応
じ

て
保
険
料
納
付
済
期
間
の
計

算
が
異
な
り
ま
す
。

�

３
／
４
免
除
⇩
１
／
４
月

�

半 

額 

免 

除
⇩
１
／
２
月

�

１
／
４
免
除
⇩
３
／
４
月

�

※
付
加
保
険
料
を
36
月
以
上
納
め
て
い
た
と
き
は
、
さ
ら
に

８
、
５
０
０
円
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

●
死
亡
一
時
金

　
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
と
し
て
保
険
料
納
付
済
期

間
が
６
か
月
以
上
あ
り
、
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

日
本
国
籍
を
有
し
て
い
な
い
外
国
人
の
人
が
、
被
保
険
者
の

資
格
を
喪
失
し
て
日
本
国
内

に
住
所
を
有
し
な
く
な
っ
た

日
か
ら
２
年
以
内
に
請
求
を

行
え
ば
保
険
料
納
付
済
期
間

に
応
じ
て
、
脱
退
一
時
金
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

�

※
免
除
期
間
に
つ
い
て
は
そ

れ
ぞ
れ
の
免
除
種
別
に
応
じ

て
保
険
料
納
付
済
期
間
の
計

算
が
異
な
り
ま
す
。

�

３
／
４
免
除
⇩
１
／
４
月

�

半 

額 

免 

除
⇩
１
／
２
月

�

１
／
４
免
除
⇩
３
／
４
月

�

※
最
後
に
保
険
料
を
納
付
し

た
月
が
平
成
20
年
度
分
の
場

合
で
す
。

�

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

�

　
保
険
課
　
国
保
年
金
係

　
☎
�
９
１
３
４

●
短
期
残
留
外
国
人
の
脱
退
一
時
金

36月以上180月未満

180月以上240月未満

240月以上300月未満

300月以上360月未満

360月以上420月未満

420月以上　　

120,000円

145,000円

170,000円

220,000円

270,000円

320,000円

保険料納付期間 金　　額

６か月以上12か月未満

12か月以上18か月未満

18か月以上24か月未満

24か月以上30か月未満

30か月以上36か月未満

36か月以上　　

43,230円

86,460円

129,690円

172,920円

216,150円

259,380円

保険料納付済期間 支 給 額


